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諮問庁：地方独立行政法人秋田県立病院機構 

諮問日：令和５年１０月１９日（諮問第４１号） 

答申日：令和 6 年 ９月 ９日（答申第４５号） 

事件名：○○○○○○○○○○に基づいた保有個人情報の開示をしない旨の決

定に対する審査請求に関する件 

 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 

   地方独立行政法人秋田県立病院機構（以下「実施機関」という。）が行っ

た令和５年 7 月１８日付け保有個人情報の開示をしない旨の決定処分（以

下「本件処分」という。）は、次のとおり妥当ではなく、取り消されるべき

である。 

 １ 実施機関が開示請求の対象を○○○○○○○○○苦情相談表のみに特定

したことは妥当ではなく、○○○○○○○○○苦情相談表のほかに存在す

る開示請求の対象となる保有個人情報について特定し、それらについて開

示又は不開示を検討した上で、改めて開示等の決定を行うべきである。 

 ２ 実施機関が○○○○○○○○○苦情相談表について全部を開示しないこ

ととしたことは妥当ではなく、同相談表のうち、「受付日時」、「受付方法」、

「５○○○○○○○○」、「６○○○○○○○」及び「相談員の氏名」の各欄

に記載されている情報並びに同相談表の様式として定められている部分

（各欄の見出し等の部分）については開示すべきである。 

   同相談表のその他の部分について不開示としたことは妥当である。 

 

第２ 諮問に至る経緯 

 １ 開示請求の内容 

   審査請求人は、令和５年７月６日、個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定により、実

施機関に対し、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○」についての開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）を行った。 

２ 実施機関の決定 

   実施機関は、令和５年７月１８日、上記１の開示請求に対し、法第８２条

第２項の規定により、本件処分を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求 



2 

 

   審査請求人は、令和５年８月１０日、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第２条の規定により、本件処分を不服として実施機関に対し審査請

求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 ４ 諮問 

   審査庁（実施機関）は、令和５年１０月１９日、法第１０５条第３項にお

いて準用する同条第１項の規定により、本件審査請求について、秋田県個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した。 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、本件処分の取り消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

  (1) 令和５年７月６日付けで行った審査請求人の本件開示請求は、「○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○」として出した開示請求であるところ、開示請求に係る保有個人情報は

「○○○○○○○○○苦情相談表」だけを対象情報とした上で、同文書を

「開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれ及び○○○○○○相

談事務の適切な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため」（法第７８条第１項

第２号及び第７号に該当）として、全部不開示としている。 

    (2) 審査請求人が、本件開示請求をおこなったのは、同年５月８日に、○○

○○○○○○○○○○○より、審査請求人に対し、○○○○○を通じて、

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」として○○よりの「○○○○

○○○○○○○○○○」が送付されたことに由来する。 

        同文書では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    (3) 同文書を受けて、審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○メール等でのやりとりが現在も続いている。 

    (4) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○院内及び
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機構内での協議経過、メール等も、当然存在するはずであり、これらは、

いずれも、私の個人情報にかかるものであるから、本件開示請求の対象情

報となる。 

    (5) ところが、本件処分においては、上記のとおり、「○○○○○○○○○

苦情相談表」を対象情報としただけで、他の情報や文書の存在は全く明ら

かにされていない。上記のとおり、一連の対応が○○○○○○○○○○に

基づくものであれば、○○○に基づき定められた各種の情報や、院内及び

機構内での協議、連絡文書（電磁的記録を含む）が作成されていたはずで

あり、これらは、いずれも、開示対象となる。したがって、本件処分は、

情報開示制度の基礎を全く理解しないものであるから、直ちに、対象情報

をすべて明らかにして開示されることが必要である。 

    (6) また、本件処分が唯一明らかにした「○○○○○○○○○苦情相談表」

についても、本件処分は、全部不開示としている。しかし、上記のとおり、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。したがって、全部不開示とし

た本件処分は法令解釈の適用を誤っており、直ちに、取り消されるべきで

ある。 

３ 弁明書に対する反論 

 (1) 相手方の弁明書は、本件審査請求の趣旨を全く理解しておらず、弁明の

体をなしていない。相手方は、情報開示制度自体も理解していない。 

    すなわち、相手方は、弁明書において、「○○○○○○○○○苦情相談

表」について、「相談者個人の権利履歴を害するおそれがあるため開示請

求の対象とはならないものと考え」「法第７８条第１項第２号及び第７号

に該当する」と主張している。 

    本件審査請求の趣旨は、審査請求書にも記載しているとおり、本件開示

請求の対象情報が、「○○○○○○○○○苦情相談表」だけではなく、そ

れ以外にも、多数の対象情報があるにもかかわらず、それを特定、明示せ

ず、開示不開示の判断さえもしていないことを不服の理由としているもの

である。 

     この点について、弁明書は、まったく弁明していない。本件審査請求の

趣旨を全く理解していないと指摘した所以である。 

 (2) 言うまでもなく、開示請求があれば、対象情報を特定し、その情報毎に、

開示、不開示、一部不開示等の判断をすることになる。本件にあっては、
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すでに、審査請求人との間で、○○○○○○○○に基づく手続が開始され

ているというのであるから、その手続において、審査請求人に関する多く

の対象情報、対象文書が存在しているはずである。ところが、相手方は、

本件開示請求に対し、当然に行われるべきこのような対象情報、対象文書

の特定さえも行わず、上記の通り、「相談表」だけが対象文書であるかの

ような誤った対応に終始している。この点を審査請求で指摘したにもかか

わらず、弁明書において何ら弁明していない。 

    このように、開示請求に対しては、まず、関連する対象情報を特定する

作業が必要である。ところが、相手方は、対象情報の特定をなんら行なっ

ていない。 

    開示請求を受けて最初に行うべき対象情報の特定さえも行なっていな

い相手方の対応は、他の機関では見当たらない異例の対応である。相手方

が情報開示制度自体も理解していないと指摘した所以である。 

 (3) 以上のとおり、相手方の弁明は、本件審査請求の趣旨を全く理解してい

ない上、情報開示制度自体も理解していないことを自ら明らかにしている

点において、弁明の体をなしておらず、弁明には何らの理由も認められな

い。 

    相手方は、すみやかに、本件開示請求に関する審査請求人の個人情報を

すべて特定し、開示すべきである。 

 (4) また、すでに、相手方の○○○○○○○○○○に基づいて手続が行われ

事実関係を調査中ということであるから、当該「相談表」に記載されてい

るという審査請求人の言動に関する情報を開示しても、なんら、当該相談

者の不利益になることはない。したがって、純粋に当該相談者のプライバ

シーにかかる情報（例えば、当該相談者の住所、生年月日等）を除いては、

開示されるべきである。したがって、当該「相談表」を全部不開示とした

本件処分は、取り消されるべきである。 

４ 意見陳述での主張 

   審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○個人情報の開示請求を行った。 

     これに対する実施機関の決定は、対象個人情報が「○○○○○○○○○苦

情相談表」についての記載のみであり、それ以外の対象情報はないかのよう

な決定であったので、審査請求を行った。 

   通常、開示請求があると、どのような対象情報があるかをリスト化し、そ

の上でそれぞれについて、一部であれば一部について、不開示理由があるか
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ないかの判断を行い、それを示すことになるが、その対象情報の具体的な摘

示がなく、実施機関として開示制度自体についての理解が欠けているのでは

ないかという疑念を持たざるを得ない。 

    審査請求後、改めて、何らかの形で対象情報の明示や、開示・不開示につ

いての判断が示されるかと思っていたが、それすらもない。どのような対象

情報があるのか、それらに不開示部分があるのかということについて、審査

をし直すべきと考える。 

第４ 実施機関の説明の要旨 

 １ 本件処分の理由について 

   実施機関は、本件処分を行った理由を次のように説明している。 

  (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  (2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  (3) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  (4) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

  (5) 法第７８条第１項第２号及び第７号に該当するものと考えており、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○非開示は妥当なものと考えている。 

   (6) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

  ２ 意見陳述での説明 

   令和５年５月１７日付けの開示請求時点では、開示請求の対象となるの

は、○○○○○○○○○○○○○○苦情相談表だけであるとし、不開示決定

を行った。 

   同年７月６日に再度開示請求があり、請求日時点において実施機関では、

前回同様、苦情相談表のみを開示請求対象とし、こちらについても不開示決

定を行った。 

   しかし、審査会事務局職員からの実地調査による書類の検分等を受け、別

紙記載の今回の○○○○○○苦情対応業務の職務に関して発生した一切の

文書・記録が開示請求の対象であると認識を改めた。 

第５ 調査審議の経過 

 １ 令和５年１０月２０日 諮問の受付 

 ２ 同  年１２月１３日 審議 

 ３ 同  年１２月２６日 審査会事務局職員による実地調査 

 ４ 令和６年 ２月 ２日 審議 

 ５ 同  年 ３月 ７日 審査会事務局職員による実地調査 

 ６ 同  年 ３月１８日 審査請求人による意見陳述 

 ７ 同  年 ４月１６日 実施機関による意見陳述 

 ８ 同  年 ５月２１日 審議 

 ９ 同  年 ６月２８日 審議 

 10 同  年 ８月 ６日 審議 

第６ 審査会の判断の理由 

 １ 対象情報の特定について 

  (1) 本件において審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○について開示請求を行ったとこ

ろ、実施機関は、○○○○○○○○○苦情相談表を対象情報として特定し、

これについて全部不開示とした本件処分を行ったものである。 

  (2) これに対して審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○院内及び機構内での協議経過、メール等も、当然存在す

るはずであり、これらは、いずれも審査請求人の個人情報にかかるもので

あるから、本件開示請求の対象情報となる旨主張する。 

  (3) 当審査会が審査会事務局職員による実施機関の保有する行政文書等に
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ついての調査を行ったところ、別紙に記載の文書等（No.１～29）が存在

することが判明した。当審査会がこれらの文書等を検分したところ、これ

らの文書等に記録された情報は、いずれも○○○○○○苦情相談に係る

審査請求人の個人情報に該当しうるものであることが確認できた。 

      以上のことから、本件開示請求の対象情報となるものが○○○○○○

○○○苦情相談表のほかに存在することは明らかであり、実施機関が本

件開示請求に係る対象情報を○○○○○○○○○苦情相談表のみに特定

したことは妥当ではない。実施機関の意見陳述においても別紙記載の文

書等が対象情報に該当するものであるとの認識に改めた旨が述べられて

いるところである。 

  (4) したがって、本件処分を取り消し、実施機関は、○○○○○○○○○苦

情相談表のほかに存在する本件開示請求の対象となる保有個人情報につ

いて特定し、それらについて開示又は不開示を慎重に検討した上で、改め

て開示等の決定をすべきである。 

  (5) なお、当審査会が検分したところ、該当する別紙記載の文書等のうち、

実施機関職員と審査請求人との間でやり取りした文書やメール（別紙 No.

１～６、９、10、13、14、16、17、20～22、27～29）については、審査

請求人において当然に既知の情報であるから、これらについては開示さ

れるべきものであると考えられる。また、○○○○○発出の照会文書（別

紙 No.25）については、これを開示しても実施機関や○○○○○の事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ（法第７８条第１項第７号本

文）があるものではなく、また、法の規定するそのほかの不開示情報に該

当するものでもないから開示されるべきものであると考えられる。その

ほかの文書等については、法の規定する不開示情報の該当性（開示請求者

以外の個人に関する情報（同項第２号）の該当性や事務又は事業に関する

情報（同項第７号）の該当性など）を検討した上で、開示又は不開示につ

いて判断すべきものであると考える。 

 ２ ○○○○○○○○○苦情相談表の全部不開示決定について 

  (1) 実施機関は、本件処分において全部不開示とした理由を法第７８条第１

項第２号及び同項第７号に該当するためと説明している。 

  (2) これに対して審査請求人は、○○○○○○○○○○に基づいて手続が行

われ事実関係を調査中ということであるから、○○○○○○○○○苦情

相談表に記載されているという審査請求人の言動に関する情報を開示し

ても、なんら、当該相談者の不利益になることはなく、純粋に当該相談者

のプライバシーにかかる情報（例えば、当該相談者の住所、生年月日等）
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を除いては、開示されるべきである旨主張する。 

  (3) 当審査会が○○○○○○○○○苦情相談表を検分したところ、同相談表

には、「受付日時」、「受付方法」、「１相談者の氏名」、「２所属」、「３○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、「４○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○」、「５○○○○○○○○」、「６○○

○○○○○」、「７○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○」、「８○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」、

「相談の日時」及び「相談員の氏名」の各欄があり、各欄に対応する情報

が記載されていることが確認できた。 

  (4) 同相談表のうち「受付日時」、「受付方法」、「５○○○○○○○○」、「６

○○○○○○○」及び「相談員の氏名」の各欄に記載されている情報並び

に同相談表の様式として定められている部分（各欄の見出し等の部分）に

ついては、審査請求人において既知の情報であるか、又は相談の内容に直

接関係の無い情報であるから、これらの部分を開示しても実施機関の○

○○○○○苦情相談業務に対する相談者の信頼や同業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれ（法第７８条第１項第７号本文）があるとは認められ

ない。 

    また、「相談員の氏名」の欄に記載されている情報は、特定の個人を識

別することができるものであるが、実施機関の職務遂行に係る職員の氏

名については、「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報」（同項第 2 号ただし書きハ）に該当するから、同

項第 2 号の不開示情報に当たらない。 

    したがって、同相談表のうち「受付日時」、「受付方法」、「５○○○○○

○○○」、「６○○○○○○○」及び「相談員の氏名」の各欄に記載されて

いる情報並びに同相談表の様式として定められている部分（各欄の見出

し等の部分）については、法第７８条第１項第２号又は同項第７号の不開

示情報に該当するとは認められないから、開示すべきである。 

  (5) 一方で、同相談表は、相談員が相談者から聴取した内容に基づき作成さ

れており、「１相談者の氏名」欄には相談者の氏名が記載されているほか、

上記(4)の部分以外に記載された情報を併せて見ると、相談者が誰である

か（相談者の氏名）を推知できる情報が記載されていることが認められた。 

    相談者の氏名は、特定の個人を識別できる情報であり、その相談内容は

開示請求者以外の個人に関する情報であるから、法第７８条第１項第２

号の不開示情報に該当する。 

    審査請求人は、審査請求人の言動に関する情報を開示しても、なんら、
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当該相談者の不利益になることはない旨主張するが、上記のとおり、該当

部分には記載された相談の内容から相談者が推知できる情報が含まれて

おり、特に○○○○○○○○○○○○○○との関係では、相談の内容は個

人情報として保護の要請が大きい情報であると考えられるから、これを

開示しても相談者の不利益にならないとはいえない。 

    また、上記(4)の部分以外に記載された情報は、相談者が相談した内容

を具体的に記載したものである。相談者は、その相談内容を記録した文書

等が○○○○○○○○○○○○○○に開示されるとは通常考えていない

から、これを開示すると、当該事案又は将来の同種相談事案において、詳

細、率直な所感等を述べて相談することや相談することそのものを躊躇、

萎縮させるおそれがあるものと認められる。したがって、上記(4)の部分

以外に記載された情報を開示することによって、○○○○○○苦情相談

業務に対する相談者の信頼を害することになり、同業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあると認められるから、該当部分の情報は、法第７

８条第 1 項第 7 号の不開示情報に該当する。 

    よって、上記(4)の部分以外に記載された情報は、法第７８条第１項第

２号又は同項第７号本文に該当するから、実施機関が不開示としたこと

は妥当である。 

  (6) 以上のことから、実施機関が全部不開示とした○○○○○○○○○苦情

相談表のうち、「受付日時」、「受付方法」、「５○○○○○○○○」、「６○

○○○○○○」及び「相談員の氏名」の各欄に記載されている情報並びに

同相談表の様式として定められている部分（各欄の見出し等の部分）につ

いては開示すべきである。 

    その他の部分について実施機関が不開示としたことは妥当である。 

 

３ 結論 

  以上により、当審査会は「第 1 審査会の結論」のとおり判断した。 

   審査請求人のその余の主張は、いずれも当審査会の判断を左右しない。 

 

第７ 答申に関与した委員 

区 分 氏   名 職     名 

 小野寺 倫 子 秋田大学教育文化学部准教授 

会  長 面 山 恭 子 弁護士 

会長代理 加 藤   謙 弁護士 

 佐々木 俊 幸 弁護士 
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※別紙省略 


